
○茨城県立医療大学付属病院医療情報システム部会細則                 

 （平成１０年 ７月 ６日第 ８回病院幹部会） 

（平成１９年 ４月 ９日第 １回病院幹部会） 

（平成２７年１１月 ２日第 ９回病院幹部会） 

（令和 ３年 ２月１５日第１８回病院幹部会） 

（目的） 

第１条 この細則は、茨城県立医療大学付属病院医療情報管理委員会要綱第８条に基づいて、茨城県立

医療大学付属病院医療情報システム部会（以下「部会」という。）の組織及び所掌事項に関して必要な

事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 部会は、次に掲げる者をもって組織する。 

 （１）診療部医師１名 

 （２）看護部看護師１名 

 （３）リハビリテーション部３名（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士） 

 （４）医療技術部４名（各科員） 

 （５）地域医療連携部１名（ソーシャルワーカー） 

 （６）大学教員（情報教育担当）１名 

 （７）病院管理課２名（医事担当、診療情報管理） 

 （８）総務課情報担当１名 

 （９）次条に規定する部会長が指名する者 

（部会長及び副部会長） 

第３条 部会に部会長を置き、医療情報管理委員長が指名した者をもって充てる。 

２ 部会長は部会を収集し、その議長を務める。 

３ 部会長は必要があると認められる場合は、会議に関係する職員等の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

４ 部会には部会員により互選された副部会長を置き、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある

ときはその職務を代行する。 

（協議事項） 

第４条 部会は、医療情報管理委員会の要請を受けて、以下の事項を協議する。 

 （１）医療情報システムに関する改善要望のとりまとめ 

 （２）付属病院の「ホームページ」作成の企画、管理運営 

 （３）各部門間の医療情報システムに関わる調整，打ち合わせ 

 （４）部会での検討内容の医療情報管理委員会への報告 

 （５）その他、医療情報管理委員会より要請された事項 

（議事録） 

第５条 議事録は事務局が作成し、部会長がこれを確認し、事務局がこれを保管する。 

２ 議事録一部を病院長に提出し、もって報告に代えるものとする。 

（事務局） 



第６条 部会の事務は総務課図書館・情報担当で処理する。 

 

    付  則 

 この規則は、平成８年１２月１日から施行し、同日から適用する。 

    付  則 

 この規則は、平成１０年７月６日から施行する。  

    付  則 

 この規則は、平成１９年４月９日から施行する。  

    付  則 

 この規則は、平成２７年１１月２日から施行する。 

    付  則 

 この規則は、令和３年２月１５日から施行する。 

 


